
我が国では超高齢社会が急速に進行しており、多治見市においても令和5（2023）年現在、３人
に１人以上が高齢者となっています。高齢化の進展に伴い要介護高齢者の増加や介護期間の
長期化、認知症対策など、介護ニーズはますます増大していくことが予測されています。一方、
核家族化の進行により介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状
況も変化してきています。

本市では、「いつまでも元気で、地域で支え合うまち～地域共生社会の実現～」を基本目標に、
高齢者福祉の充実を図ってきました。本市においても高齢化は今後も進行すると見られること
から、介護予防の推進はもとより、介護保険サービス、生活支援サービスなど高齢者の生活を
支えるサービス需要の増大や多様化に適切に対応していく必要があります。

国の介護保険事業に係る基本指針等を踏まえながら、地域包括ケアシステムの深化・推進を図ると
ともに、介護保険制度の改正に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするこ
とを目的に、「多治見市高齢者保健福祉計画2024」（第９期介護保険事業計画）を策定しました。

本計画は、高齢者保健福祉と介護保険事業の一体的な計画です。
令和８(2026)年度までの３年間の計画であるとともに、令和22(2040)年度
までの中長期的な方向性を示した計画として策定しています。

多治見市高齢者保健福祉計画2024
助けられたり、助けたり。おたがいさま

概要版

いつまでも元気で、地域で支え合うまち  ～地域共生社会の実現～

基本目標

以下の４つを重点的に取り組むことにより、引き続き、高齢者が元気で、住み慣れた地域や住まい
で、自分らしく暮らし続けられるまちづくりを目指します。

重点的に取り組む事項

❶ 住民主体サービス等支え合い・見守り体制の充実・強化
❷ 孤立・フレイル防止のための身近なサロン等集いの場づくりの支援
❸ 今後増加が予想される認知症の人や家族等への対策の推進
❹ 身近な相談機関としての地域包括支援センターの周知・活動強化



施策の展開

基本方針1 地域包括ケアシステムの強化・充実 

地域包括支援センターの機能

１-１ 地域包括支援センターの運営
１．身近な地域包括支援センターの運営
２．地域ケア会議の推進・活用

1-2 生活支援体制の充実
１．生活支援サービスの整備・充実

1-3 医療・介護の連携推進
１．医療・介護関係者の支援と連携推進
２．市民への普及啓発

1-4 地域で住み続けられる環境整備
１．住み慣れた地域で生活するための支援
２．介護者に対する支援

1-5 介護人財の確保・育成
１．生活応援員の拡充
２．環境整備と人財育成

1-6 権利擁護に関する制度の利用促進
１．権利擁護に関する制度の利用促進
２．中核機関による制度利用支援

地域医師会等との連携によ
り、在宅医療・介護の一体的な
提供体制を構築

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント
従来の業務を評価・改善することによ
り、地域包括ケアの取組を充実

市町村

介護予防の推進
多様な参加の場づくりとリハビリ専門
職の適切な関与により、高齢者が生き
がいをもって生活できるよう支援

運営方針の策定・新しい総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県
市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

在宅医療・介護連携

早期診断・早期対応等により、認知症に
なっても住み慣れた地域で暮らし続けられ
る支援体制づくりなど、認知症施策を推進

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多
様な主体による生活支援を充実

生活支援
コーディネーター

多職種協働による個別事例のケアマネ
ジメントの充実と地域課題の解決によ
る地域包括ケアシステムの構築

地域ケア会議
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